
※出産応援ギフトは、医師による妊娠の事実確認が必須です。

※妊娠届出後に人工妊娠中絶・流産・死産をされた方や出生届出後に死亡した児童の養育者も給付対象となります。

令和４年４月１日から

令和５年１月３１日ま

での間に出産した方

１

令和４年４月１日から

令和５年１月３１日ま

での間に妊娠届出をし

た方

２

～甲斐市出産・子育て応援ギフト給付までの流れ～

令和５年２月１日以降

に妊娠届出をした方

３

令和５年１月３１日時点で出産後の方

令和５年１月３１日時点で出産前の方

妊娠届出

時面談

妊娠後期

（8か月頃）

アンケート

新生児

訪問等

アンケート回答・面談後

出産応援ギフト給付

５万円

アンケート回答・面談後

子育て応援ギフト給付

お子さん1人当たり

５万円

出産

令和５年２月～3月中に

通知発送予定

アンケート回答後

出産・子育て応援ギフト給付

10万円
※多胎の場合は金額が異なる

アンケート回答後

出産応援ギフト給付

５万円


